
指定管理者の候補者の選定結果概要 

 

施設名称 

西浅井地域振興関連施設 

１ 北淡海・丸子船の館    ２ 奥びわ湖水の駅 

３ 海道・あぢかまの宿    ４ 近江塩津駅前駐輪場所 

５ 近江塩津駅前駐車場    ６ 永原駅コミュニティハウス 

７ 永原駅前駐輪場所 

施設所管課 

１：市民協働部 歴史遺産課 

２：産業観光部 農業振興課 

３,４,５,６,７：都市建設部 都市計画課 

施設概要 

【北淡海・丸子船の館】 

所 在 地 ： 長浜市西浅井町大浦５８２番地 

構造・面積： 木造２階建て（一部鉄骨）延床面積 ３７７．３２㎡ 

開設年度 ： 平成８年度 

施設内容 ： 展示室、ホール 

 

【奥びわ湖水の駅】 

所 在 地 ： 長浜市西浅井町塩津浜１７６５番地外 

構造・面積：（直売所）  鉄骨造平屋建て 延床面積 ４６６．００㎡ 

       (加工所)   鉄骨造平屋建て 延床面積 ２０８．９５㎡ 

      （栽培ハウス）鉄骨造平屋建て 面積 １８６．８㎡×３棟 

      （交流館）  木造２階建て  延床面積 １７２．３５㎡ 

開設年度  ：（直売所）     平成１７年度 

(加工所)      平成１０年度 

      （栽培ハウス） 平成２１年度 

      （交流館）   平成２１年度 

施設内容 ： 直売所(販売)、加工所(加工)、栽培ハウス(栽培)、交流

館(交流) 

 

【海道・あぢかまの宿関連施設】 

 所 在 地 ：海道・あぢかまの宿  長浜市西浅井町余２６６番地 

       近江塩津駅前駐輪場所 長浜市西浅井町余２６６番地 

       近江塩津駅前駐車場  長浜市西浅井町余２４０番地１ 

構造・面積：木造平屋建て 延床面積 １３０．１９㎡ 

開設年度 ：平成７年度 

 施設内容 ：待合室（ホール）、事務室、郷土物産展示室、トイレ、倉

庫 

近江塩津駅前駐輪場所(３０台) 

近江塩津駅前駐車場(普通車４１台) 

 

【永原駅コミュニティハウス関連施設】 

所 在 地 ：永原駅コミュニティハウス  

長浜市西浅井町大浦１０９８番地４ 

      永原駅前駐輪場所      

長浜市西浅井町大浦１０９８番地 4 

 構造・面積：木造２階建て 延床面積 ２６４．６９㎡  



 開設年度 ：平成１１年度 

施設内容 ：待合室（ホール）、事務室、郷土物産展示室、 

多目的ギャラリー展示室（交流ルーム）、トイレ、倉庫 

募
集
概
要 

募集方法 非公募 

募集要項配付期

間 
令和元年７月８日～令和元年８月２日 

申請書類受付期

間 
令和元年７月２９日～令和元年８月２日 

募
集
内
容 

指定期間 令和２年４月１日～令和５年３月３１日（３年間） 

指定管理 

業務内容 

① 長浜市郷土資料館条例第３条各号に掲げる事業の実施に関する業務 

 一 郷土の歴史、文化等に関する資料の収集、保存に関すること。 

 二 資料の展示及び住民への公開に関すること。 

 三 資料の調査研究及び啓もう普及活動に関すること。 

 四 その他館の目的を達成するために必要な事業 

② 奥びわ湖水の駅設置管理条例第３条各号に掲げる事業の実施に関す

る業務 

一 地域の農林水産物及びその加工品の開発及び販売に関すること。 

二 自然と観光が融合した地域の活性化の取組みに関すること。 

三 その他施設設置目的を達成するために必要な業務 

③ 長浜市駅利用促進施設条例第３条各号に掲げる事業の実施に関する

業務 

 一 駅利用者の利便の向上に関すること。 

 二 地域住民相互及び地域住民と駅利用者との交流促進に関するこ

と。 

 三 その他施設の目的を達成するために必要な業務 

④ 長浜市内の米原管理駅における管理運営に関する協定書及び永原駅

における管理運営に関する協定書各条に掲げる業務 

 一 乗車券原紙の請求及び受入 

 二 収入金等の納入 

 三 清掃業務 

 四 ゴミ処理 

 五 除雪作業 

⑤ 管理施設の維持管理に関する業務 

⑥ 管理施設の使用許可に関する業務 

⑦ 管理施設の使用に係る利用料金の徴収に関する業務 

⑧ その他市長が必要と認める業務 

※ 詳細は、西浅井地域振興関連施設管理運営業務仕様書のとおり 

指定管理料 

限度額 

令和２年度  １１，９８２，０００円 

令和３年度  １１，９８２，０００円 

令和４年度  １１，９８２，０００円 

※ 指定管理料については、法改正に伴う基準単価の見直しが予定さ

れているため、今後、変更になる場合があります。 

※ この額は、令和元年１０月 1 日に予定されています消費税率の引

上げに対応するため、１０％にて算定しています。協定の締結及び

支払いにおける指定管理料の額は、その時期に応じた消費税率で計



算し直したものとします。 

応募状況 

申請者 共同申請の 

場合の構成 所在地 名称 

長浜市西浅井町大浦１０

９８番地４ 

有限会社西浅井総合

サービス 
 

審
査
の
概
要
及
び
結
果 

審査方式 

西浅井地域振興関連施設指定管理者選定委員会において、指定管理者

指定申請書の審査や申請者へのヒアリング等を実施し、審査基準に基づ

き申請内容を総合的に判断し、指定管理者の候補者としての妥当性を審

査します。 

選定委員会委員 ６人 

審査経過 

第２回選定委員会（令和元年７月１日開催） 

 施設所管課から指定管理者の募集概要の説明を受け、募集要項、仕様

書等を審査し、募集方法及び審査基準を決定した。 

第４回選定委員会（令和元年８月２６日開催） 

 申請者の申請書の審査及びヒアリング等を実施し、審査基準ごとに採

点を行い、その採点結果を判断基準として指定管理者の候補者の適否を

判断した。 

審査基準 

１ 事業計画書による公の施設の運営が住民の平等な利用を確保できる

ものであること。 

２ 事業計画書の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮するもので

あること。 

３ 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図ら

れるものであること。 

４ 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の

規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。 

５ その他市長が当該公の施設の性質又は目的に応じて定める基準 

審
査
結
果 

指定管理者

の候補者 
有限会社西浅井総合サービス 

審査結果及 

び理由 
【審査基準に基づく採点結果】 

 
審査基準 配点 申請者の点数 

  

  

 審査基準１ １０    ８．００   

 審査基準２  ５５   ４０．５０   

 審査基準３  ２５   １９．３３   

 審査基準４  ４５   ３６．６７  

 審査基準５  ６５   ５２．５０   

  合計 ２００  １５７．００  

 (参考)１００点換算割合 １００  ７８．５０  

 



【指定管理料の提示額】 

 申請者 提示額  

 

有限会社西浅井総合サービス １１，９８２，０００円／年 

 

  

  

【理由】 

有限会社西浅井総合サービスは、平成１３年４月の設立からこれまで
の間、西浅井地域の公の施設の管理を通じて、同地域の人材活用、雇用
の創出その他地域との連携を行い、その活動と取組実積に対しては評価
ができる。今後も西浅井地域の雇用と活性化を進めていくという点にお
いても期待できることから、指定管理者候補として適当と判断した。 
今後、施設相互の連携を図りつつ、魅力ある地域資源のＰＲや自由提

案内容を積極的に取り組んでいただき、よりよい施設運営と健全経営を
進めていただくことを期待する。 

 

市が選定する指定管

理者の候補者 

有限会社西浅井総合サービス 

【理由】 

長浜市指定管理者選定委員会第２委員会の審査結果をふまえ、長浜市
公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第４条の各号のいず
れにも適合し、最も適切に管理を行うことができると認められるため、
上記の団体を西浅井地域振興関連施設の指定管理者の候補者に選定し
た。 

 

 


